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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水路の一方の水路側縁側で、水路底に、該水路の延長方向に延長する取水部が設けられ
ると共に、該取水部は、フィルタ孔が設けられてなる取水板部が、その上面が該水路の底
面と面一状態に設けられ、該取水板部の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取
水する取水空所が設けられてなり、且つ、該取水板部の一方の取水板部側縁は前記一方の
水路側縁に合致状態にある一方、前記取水板部の他方の取水板部側縁と、前記水路の他方
の水路側縁との間に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底
面で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、該他方の取水板
部側縁から前記他方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成され、且つ、少な
くとも前記集水突出部の上流側の端部には、上面が前記水路の底面に向けて下方になだら
かに傾斜する坂状傾斜面部が連設されていることを特徴とする水路底における濾過取水装
置。
【請求項２】
　水路の幅方向の中間部分で、水路底に、該水路の延長方向に延長する取水部が設けられ
ると共に、該取水部は、フィルタ孔が設けられてなる取水板部が、その上面が該水路の底
面と面一状態に設けられてなり、該取水板部の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された
水を取水する取水空所が設けられてなり、且つ、前記取水板部の一方の取水板部側縁と、
前記水路の一方の水路側縁との間に、該一方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部
が前記水路の底面で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、
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該一方の取水板部側縁から前記一方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成さ
れており、且つ、該取水板部の他方の取水板部側縁と、前記水路の他方の水路側縁との間
に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面で上方に突出す
る如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、該他方の取水板部側縁から該他方
の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成され、且つ、少なくとも前記集水突出
部の上流側の端部には、上面が前記水路の底面に向けて下方になだらかに傾斜する坂状傾
斜面部が連設されていることを特徴とする水路底における濾過取水装置。
【請求項３】
　前記集水突出部の下流側の端部には、上面が前記水路の底面に向けて下方になだらかに
傾斜する坂状傾斜面部が連設されていることを特徴とする請求項１又は２記載の水路底に
おける濾過取水装置。
【請求項４】
　前記フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形
成されていることを特徴とする請求項１、２又は３の何れかに記載の水路底における濾過
取水装置。
【請求項５】
　水路の一方の水路側縁側で、水路底に取水部が設けられると共に、該取水部は、フィル
タ孔が設けられてなる取水板部が、その上面が該水路の底面と面一状態に設けられ、前記
フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形成され
ており、該取水板部の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取水する取水空所が
設けられてなり、且つ、該取水板部の一方の取水板部側縁は前記一方の水路側縁に合致状
態にある一方、前記取水板部の他方の取水板部側縁と、前記水路の他方の水路側縁との間
に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面で上方に突出す
る如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、該他方の取水板部側縁から前記他
方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成されていることを特徴とする水路底
における濾過取水装置。
【請求項６】
　水路の幅方向の中間部分で、水路底に取水部が設けられると共に、該取水部は、フィル
タ孔が設けられてなる取水板部が、その上面が該水路の底面と面一状態に設けられてなり
、前記フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形
成されており、該取水板部の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取水する取水
空所が設けられてなり、且つ、前記取水板部の一方の取水板部側縁と、前記水路の一方の
水路側縁との間に、該一方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面
で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、該一方の取水板部
側縁から前記一方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成されており、且つ、
該取水板部の他方の取水板部側縁と、前記水路の他方の水路側縁との間に、該他方の取水
板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面で上方に突出する如く設けられて
おり、該集水突出部の突出部上面は、該他方の取水板部側縁から該他方の水路側縁に向か
って上方に傾斜する傾斜面に形成されていることを特徴とする水路底における濾過取水装
置。
【請求項７】
　前記円形孔は直径が１ｍｍであることを特徴とする請求項５又は６記載の水路底におけ
る濾過取水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目詰まりを防止しながら効率的に取水し得る、水路底における濾過取水装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　本発明者は、特許文献１で、目詰まり解消機能を具えた濾過集水装置を提供した。
　この濾過集水装置ａの一つの態様は、図３６～３７に示すように、水路ｂの所要長さの
部分を、多数のフィルタ孔ｃが貫設されてなる有孔の底面部ｄを具えた集水路ｅとし、該
有孔の底面部ｄを仕切りとして、集水路ｅの下側に集水空所ｆを設け、該集水空所ｆに取
水路ｇを連設し、又、該集水空所ｆ内には、前記フィルタ孔ｃに向けて水を噴出するノズ
ル口ｈが多数設けられてなる吹出管ｊを配設した構成を有していた。
【０００３】
　又、該濾過集水装置ａの他の態様は、図３８～３９に示すように、水路ｂの所要長さ部
分を、多数のフィルタ孔ｃが貫設されてなる有孔の底面部ｄを具えた集水路ｅとし、該有
孔の底面部ｄを仕切りとして、集水路ｅの下側の集水空所ｆを設け、該集水空所ｆに取水
路ｇを連設し、又、該集水空所ｆの上流開口端ｋを集水路ｅの流入側において水路ｂに連
通させると共に、集水路ｅへの水の供給を遮断し且つ集水空所ｆへの水の流入を可能とす
る一方、集水空所ｆへの水の供給を遮断し且つ集水路ｅへの水の流入を可能とする開閉装
置ｍを設けた構成を有していた。
【０００４】
　そして、かかる構成を有する濾過集水装置ａによるときは、水路ｂを流れる水（河川水
等）が集水路ｅのフィルタ孔ｃを通過して濾過され集水空所ｆに導入されて、その後、取
水路ｇを経て所定場所に送給されるようになされていた。
【０００５】
　そして、かかる装置において、フィルタ孔ｃが目詰まりした場合にこれを解消するに際
しては次のように行っていた。濾過集水装置ａが前記吹出管ｊを具える場合は、該吹出管
ｊに水（濾過された河川水等）を供給してこれを該吹出管ｊのノズル口ｈよりフィルタ孔
ｃに向けて噴出させ、噴流によってフィルタ孔ｃの目詰まりを解消していた。
【０００６】
　又、前記濾過集水装置ａが前記開閉装置ｍを具える場合は、該開閉装置ｍを動作させて
集水路ｅへの水の供給を遮断し且つ集水空所ｆに水を流入させ、該集水空所ｆに流入した
水がフィルタ孔ｃを通して集水路ｅ内の吹き上がるようになし、これによってフィルタ孔
ｃの目詰まりを解消することとしていた。
【０００７】
　本発明者は、かかる従来の濾過集水装置ａにおいて、フィルタ孔ｃが目詰まりする原因
について検討したところ、前記水路ｂを流れる単位時間当たりの水の量が変動することに
よって前記集水路ｅにおける水位が前記有孔の底面部ｄの上面よりも下がった場合に、河
川水に含まれているゴミがフィルタ孔ｃに詰まることによって生じやすいことが分かった
。
【０００８】
　このような原因等によってフィルタ孔ｃが目詰まりした場合、前記吹出管ｊを有する前
記濾過集水装置ａにあっては、例えば図３７に示すように、前記吹出管ｊのノズル口ｈよ
りフィルタ孔ｃに向けて水を噴出させ、その噴流によってフィルタ孔ｃの目詰まりを解消
することとしていたが、ノズル口ｈからの噴流作用を受ける部分においては目詰まりが解
消されても、その噴流の影響を受けない部分においては目詰まりが解消されにくく、かか
ることから、有孔の底面部ｄの全面に亘って効果的に目詰まりを解消できるわけではなか
った。一方、前記開閉装置ｍを有する濾過集水装置ａによるときは、図３９に示すように
、該開閉装置ｍを動作させることによって、前記集水空所ｆに流入した水をフィルタ孔ｃ
を通して集水路ｅ内に吹き上げることができるため、前記有孔の底面部ｄの全体に亘って
目詰まりを解消できる利点はあったが、前記開閉装置ｍを動作させる電気系統で故障が生
じやすい問題があった。
【０００９】
　又、前記した吹出管ｊを具える目詰まり解消手段や、開閉装置ｍを具える目詰まり解消
手段は、特別な装置を必要として設備の複雑化を招いて施工コストを上昇させる問題があ
ったことに加え、頻繁にメンテナンスを行うことを要し、維持管理コストの上昇を招く問
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題もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平８－２４８３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、かかる従来の問題点に鑑みて開発されたものであり、水路の水位低下が生じ
た場合も取水板部上に水を集めることを可能とし、該取水板部上を流れる水の勢いによっ
てゴミが、該取水板部のフィルタ孔に引っ掛かりにくくなし得、これによって効率的な濾
過取水を可能とする、水路底における濾過取水装置の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するため本発明は以下の手段を採用する。
　即ち本発明に係る、水路底における濾過取水装置（以下濾過取水装置という）は、水路
の一方の水路側縁側で、水路底に、該水路の延長方向に延長する取水部が設けられると共
に、該取水部は、フィルタ孔が設けられてなる取水板部が、その上面が該水路の底面と面
一状態に設けられ、該取水板部の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取水する
取水空所が設けられてなり、且つ、該取水板部の一方の取水板部側縁は前記一方の水路側
縁に合致状態にある一方、前記取水板部の他方の取水板部側縁と、前記水路の他方の水路
側縁との間に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面で上
方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、該他方の取水板部側縁
から前記他方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成され、且つ、少なくとも
前記集水突出部の上流側の端部には、上面が前記水路の底面に向けて下方になだらかに傾
斜する坂状傾斜面部が連設されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明に係る濾過取水装置の他の態様は、水路の幅方向の中間部分で、水路底に、該水
路の延長方向に延長する取水部が設けられると共に、該取水部は、フィルタ孔が設けられ
てなる取水板部が、その上面が該水路の底面と面一状態に設けられてなり、該取水板部の
下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取水する取水空所が設けられてなり、且つ
、前記取水板部の一方の取水板部側縁と、前記水路の一方の水路側縁との間に、該一方の
取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面で上方に突出する如く設けら
れており、該集水突出部の突出部上面は、該一方の取水板部側縁から前記一方の水路側縁
に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成されており、且つ、該取水板部の他方の取水板部
側縁と、前記水路の他方の水路側縁との間に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って、集
水突出部が前記水路の底面で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突出部
上面は、該他方の取水板部側縁から該他方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に
形成され、且つ、少なくとも前記集水突出部の上流側の端部には、上面が前記水路の底面
に向けて下方になだらかに傾斜する坂状傾斜面部が連設されていることを特徴とするもの
である。
【００１４】
　前記の各濾過取水装置において、前記集水突出部の下流側の端部には、上面が前記水路
の底面に向けて下方になだらかに傾斜する坂状傾斜面部が連設されたものとして構成する
のがよい。
【００１５】
　前記の各濾過取水装置において、前記フィルタ孔を円形孔とし、該フィルタ孔の上端周
縁を上に突の円弧状周縁に形成するのがよい。
【００１６】
　本発明に係る濾過取水装置のその他の態様は、水路の一方の水路側縁側で、水路底に取
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水部が設けられると共に、該取水部は、フィルタ孔が設けられてなる取水板部が、その上
面が該水路の底面と面一状態に設けられ、前記フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ
孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形成されており、該取水板部の下側に、該フィルタ
孔を通して濾過された水を取水する取水空所が設けられてなり、且つ、該取水板部の一方
の取水板部側縁は前記一方の水路側縁に合致状態にある一方、前記取水板部の他方の取水
板部側縁と、前記水路の他方の水路側縁との間に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って
、集水突出部が前記水路の底面で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突
出部上面は、該他方の取水板部側縁から前記他方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾
斜面に形成されていることを特徴とするものである。
【００１７】
　本発明に係る濾過取水装置のその他の態様は、水路の幅方向の中間部分で、水路底に取
水部が設けられると共に、該取水部は、フィルタ孔が設けられてなる取水板部が、その上
面が該水路の底面と面一状態に設けられてなり、前記フィルタ孔は円形孔であって、該フ
ィルタ孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形成されており、該取水板部の下側に、該フ
ィルタ孔を通して濾過された水を取水する取水空所が設けられてなり、且つ、前記取水板
部の一方の取水板部側縁と、前記水路の一方の水路側縁との間に、該一方の取水板部側縁
の全長に亘って、集水突出部が前記水路の底面で上方に突出する如く設けられており、該
集水突出部の突出部上面は、該一方の取水板部側縁から前記一方の水路側縁に向かって上
方に傾斜する傾斜面に形成されており、且つ、該取水板部の他方の取水板部側縁と、前記
水路の他方の水路側縁との間に、該他方の取水板部側縁の全長に亘って、集水突出部が前
記水路の底面で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部の突出部上面は、該他
方の取水板部側縁から該他方の水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面に形成されてい
ることを特徴とするものである。
【００１８】
　前記の各濾過取水装置において、前記円形孔は直径を例えば１ｍｍに設定できる。
【発明の効果】
【００１９】
(1) 本発明は、水路底に設けた取水部を構成する取水板部の取水板部側縁と水路側縁との
間に集水突出部を設ける構成を採用している。
【００２０】
　従って本発明によるときは、水路水の水位変動によって、その水位が下がった場合は、
前記集水突出部が、水路水を堰上げし且つ水路水の流れの幅を小さくして、前記取水板部
の上面に水路水を集めるように作用する。
【００２１】
　これにより、水路の水位が低くなっても、取水板部の上面での水位を極力高く設定でき
、該上面における水の流れの勢いを所要に確保できる。従って、水路水に含まれているゴ
ミが前記フィルタ孔に引っ掛かるのを極力防止しながら、即ち、フィルタ孔が目詰まりす
るのを極力防止しながら、取水部での取水を効果的に行うことができる。
【００２２】
　かかることから本発明によるときは、効率的な濾過取水を安定的に行い得る利点がある
。又、特許文献１、２におけるような、吹出管や開閉装置等の特別な目詰まり解消装置を
必要としないために施工コストの低減を期し得ると共に工期の短縮も達成できる。又、従
来におけるような電気系統が故障する等の恐れもない。なお、前記取水板部の上面での水
位が比較的低い場合には、流水の勢いが弱いために前記フィルタ孔が幾らかは目詰まりす
るので、必要に応じて前記上面を掃除することにはなるが、特許文献１、２におけるよう
な頻繁なメンテナンスは必要でない。かかることから、維持管理コストの低減を期し得る
こととなる。
【００２３】
(2) 前記フィルタ孔を、直径が１ｍｍの円形孔として形成すると共に、その上端周縁を上
に突の円弧状面として構成する場合は、該フィルタ孔にゴミがより引っ掛かりにくくなし
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得て好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る濾過取水装置を示す斜視図である。
【図２】その横断面図である。
【図３】その平面図である。
【図４】その縦断面図である。
【図５】取水部の上流側の構成とその作用を示す断面図である。
【図６】取水部の下流側の構成とその作用を説明する断面図である。
【図７】角筒状容体を示す斜視図である。
【図８】角筒状容体の構成を説明する分解斜視図である。
【図９】角筒状容体の上流端側の構成を示す斜視図である。
【図１０】取水板部の構成を示す拡大断面図である。
【図１１】河川水の水位が高い場合における濾過取水作用を説明する断面図である。
【図１２】河川水の水位が下がった状態における濾過取水作用を説明する断面図である。
【図１３】河川水の水位が更に下がった状態における濾過取水作用を説明する断面図であ
る。
【図１４】河川水の水位が更に下がった状態における濾過取水作用を説明する断面図であ
る。
【図１５】濾過取水装置の他の態様を示す斜視図である。
【図１６】その横断面図である。
【図１７】その平面図である。
【図１８】その濾過取水装置における、集水部の上流側の構成と下流側の構成を示す断面
図である。
【図１９】河川水の水位が高い状態における濾過取水作用を説明する断面図である。
【図２０】河川水の水位が下がった状態における濾過取水作用を説明する断面図である。
【図２１】河川水の水位が更に下がった状態における濾過取水作用を説明する断面図であ
る。
【図２２】河川水の水位が更に下がった状態における濾過取水作用を説明する断面図であ
る。
【図２３】取水板部の両側縁部分に押え板を重ねて該側縁部分を支持片に固定した状態を
示す斜視図と断面図である。
【図２４】その場合の一例を示す平面図である。
【図２５】その場合の他の例を示す平面図である。
【図２６】その場合の構成を示す部分斜視図である。
【図２７】取水板部を保護板で保護した場合の一例を示す斜視図と断面図である。
【図２８】本発明が小規模の水路に応用された場合を示す断面図である。
【図２９】取水部の周辺部分をコンクリート打設による平滑面に形成すると共に、集水突
出部の端部に坂状傾斜面部を連設した場合の一例を示す平面図である。
【図３０】その場合の他の例を示す平面図である。
【図３１】その断面図である。
【図３２】現場打ち施工によって取水部を構成した場合を示す斜視図である。
【図３３】その断面図である。
【図３４】河川がカーブしている箇所に設けられた濾過取水装置を示す平面図である。
【図３５】取水部を構成する角筒状容体を、構成部材相互をボルト固定して構成する場合
の部材相互のボルト固定状態の一例を示す断面図である。
【図３６】従来の濾過集水装置の構成を示す一部欠切斜視図である。
【図３７】その濾過取水装置における目詰まり解消作用を説明する縦断面図である。
【図３８】従来の濾過集水装置の他の態様を説明する一部欠切斜視図である。
【図３９】その濾過集水装置における目詰まり解消作用を説明する縦断面図である。



(7) JP 5775500 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２５】
　図１～４において本発明に係る濾過取水装置１は、例えば河川２ａとしての水路２の一
方の水路側縁３側で、その川底５ａ（水路底５）に、該河川２ａの延長方向に延長する取
水部６が設けられている。該取水部６は、フィルタ孔７が設けられてなる取水板部９が、
その上面１４が川底面４ａ（水路の底面４）と面一状態に設けられ、図２に示すように、
該取水板部９の下側に、該フィルタ孔７を通して濾過された水を取水する取水空所１０が
設けられている。そして、図５（Ａ）、図６（Ａ）に示すように、該取水板部９の上面１
４上を河川水８が流れている状態で、該取水空所１０で河川水８が取水される如くなされ
ている。前記取水板部９の一方の取水板部側縁１１は前記一方の水路側縁３に合致状態に
ある。又、図１～２に示すように、前記取水板部９の他方の取水板部側縁１２と、前記水
路２の他方の水路側縁１３との間に、該他方の取水板部側縁１２の全長に亘って、集水突
出部１５が前記水路の底面４で上方に突出する如く設けられており、該集水突出部１５の
突出部上面１６は、該他方の取水板部側縁１２から前記他方の水路側縁１３に向かって上
方に傾斜する傾斜面１７として形成されている。以下これをより具体的に説明する。
【００２６】
　前記河川２ａは、本実施例においては図２に示すように、川底面４ａ（水路の底面４）
の幅Ｌ１が３ｍ程度に設定されると共に河川の深さ（水路の深さ）Ｌ２は２ｍ程度に設定
されている。
【００２７】
　前記取水部６は、図１～４に示すように、河川２ａの前記一方の水路側縁３側で、その
川底５ａを、該河川２ａの延長方向で見て一定幅で所要長さに掘削して形成した掘削空間
部２０に設けられており、その上面１４は、川底面４ａ（水路の底面４）と面一状態に設
けられている。ここに面一状態とは、基本的には面一であることを意味しているが、該上
面１４は、施工誤差によって、川底面４ａより稍上に位置していたり或いは稍下に位置し
ていることがある。
【００２８】
　本実施例においては、該取水部６の幅Ｌ３（図３）は１００ｃｍ程度で、その長さＬ４
（図３）は６００ｃｍ程度である。又、その深さＬ５（図４）は、上流側の４００ｃｍ程
度の長さ部分Ｌ６（図４、図７）では２０ｃｍ程度に設定され、下流側の２００ｃｍ程度
の長さ部分Ｌ７（図４、図７）では３０ｃｍ程度に設定されている。該取水部６における
必要な取水量は、該取水部６の延長方向の長さを所要に設定することによって容易に確保
できる。
【００２９】
　該取水部６は、本実施例においては図４～７に示すように、ステンレス板等の金属板を
溶接等することによって形成され且つ両端が端面板２１，２１で覆われてなる角筒状容体
２２（図７）を用い、該角筒状容体２２を前記掘削空間部２０に埋設して構成されている
。そして、その上面部分は、フィルタ孔７が設けられてなる前記取水板部９とされている
。
【００３０】
　該角筒状容体２２は、本実施例においては、図４、図７に示すように、幅が１００ｃｍ
で長さが２００ｃｍ、深さが２０ｃｍの第１の容体２２ａの２本が、フィルタ孔７が設け
られてなる上面３３，３３を面一にして直列に接合され且つその接合部２４ａが溶接され
ると共に、下流側の第１の容体２２ａ１の端部に、幅が１００ｃｍで長さが２００ｃｍ、
深さが３０ｃｍの第２の容体２２ｂが、その上面３３，３３を面一にして接合され且つそ
の接合部２４ｂが溶接されて、全体が一連状態に構成されている。そして、該第２の容体
２２ｂと前記下流側の第１の容体２２ａ１との接合部分に生ずる段差面部は覆い板３８（
図７）で覆われている。又、かかる構成を有する角筒状容体２２の下流端側の、前記一方
の水路側縁３側の側面板（前記第２の容体２２ｂの側面板）２６ａには、図６、図７に示
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すように、ジョイント管３７を介して、例えば、内径が２０ｃｍの太径の２本の送水管３
５ａ，３５ａと、内径が５ｃｍの細径の１本の送水管３５ｂが、間隔を置いて連結されて
いる。
【００３１】
　前記角筒状容体２２を構成する前記第１の容体２２ａと前記第２の容体２２ｂは、図５
（Ｂ）、図６（Ｂ）、図８～９に示すように、前記河川２ａの上流側から下流側に向けて
延長する細長な長方形板状を呈する底面板２３の長手両側縁２５，２５で、左右の側面板
２６，２６が立設状態に屈曲形成されると共に、該左右の側面板２６，２６の上端を向き
合う方向に水平に屈曲して左右の支持片２７，２７が形成されてなる容体枠４４（図８）
を有し、該左右の支持片２７，２７に前記取水板部９の左右の側縁部分２９，２９が固定
される。かかる構成を有する容体枠４４，４４の端部相互が溶接により一体化されて長尺
の容体枠が形成される。そして該取水板部９は、例えば１ｍｍ直径の前記フィルタ孔７が
多数貫設されてなる１ｍｍ厚さのパンチングメタル板３０を用いて形成されており、図９
に示すように、その左右の側縁部分２９，２９が前記左右の支持片２７，２７に載置され
ると共に、該左右の側縁部分２９，２９が前記左右の支持片２７，２７に固定されること
によって角筒体３１（図９）が構成される。かかる構成を有する角筒体３１の上流側の開
放端２８ａと下流側の開放端２８ｂが夫々、前記端面板２１，２１で覆われ且つ固定され
ると共に、前記段差面部は前記覆い板３８で覆われ固定される。これらの固定は、溶接や
ビス止め、リベット止め等の所要の固定手段を用いて行うことができる。本実施例におい
ては、前記取水板部９は、前記第１の容体２２ａ，２２ａ、前記第２の容体２２ｂに対応
させて３分割されているが、該取水板部９は長尺の一枚板であってもよい。図１０は前記
取水板部９の部分拡大図であり、前記フィルタ孔７は１ｍｍ径の円形孔で、該フィルタ孔
７の上端周縁３２は、上に突の円弧状周縁に形成されている。
【００３２】
　前記取水部６を構成する前記取水板部９の上面１４は、前記のように、前記川底面４ａ
と面一状態を呈している。即ち、該取水板部９の上面１４は、該川底面４ａの傾斜に合わ
せて傾斜されている。そして、該取水板部９の下側に、該取水板部９の有する前記フィル
タ孔７を通して濾過された河川水を取水する前記取水空所１０（図４～６）が設けられて
おり、該上面３３を河川水が流れている状態で、該取水空所１０で河川水８が取水される
如くなされている。
【００３３】
　又図１～２に示すように、前記水路２（河川２ａ）の他方の水路側縁１３と、該取水板
部９の前記他方の取水板部側縁１２との間には、前記集水突出部１５が、前記川底面４ａ
で上方に突出する如く設けられている。該集水突出部１５は本実施例においては、該他方
の取水板部側縁１２の全長に亘って、前記川底面５ａに現場打ちコンクリートを打設して
形成されている。そして本実施例においては、該集水突出部１５の突出部上面１６は、該
他方の取水板部側縁１２から前記他方の水路側縁１３に向かって上方に傾斜する直線状の
傾斜面１７として形成されている。該傾斜面１７の勾配は、前記河川２ａの水位が一番低
い時期（冬期等）を考慮して所要に設定する。この勾配の設定は、このように水位が一番
低い場合であっても前記取水板部９の上面１４に水を集中させることができ、該取水板部
９上を流れる水の勢いによってゴミを流し去ることが可能となるように設定される。該取
水板部９の上面１４で、５ｃｍ程度は水深があるのが好ましい。本実施例においては、例
えば３／１００程度に設定される。従って本実施例においては、傾斜面上端３９の前記川
底面４ａからの高さは６０ｍｍ程度に設定される。本実施例においては、該集水突出部１
５の上流側の端部５５と下流側の端部５６は段差面５７，５９として形成されている。
【００３４】
　かかる構成の濾過取水装置１によるときは、例えば図１１に示すように、河川水８の水
位が前記傾斜面上端３９よりも高い場合は、前記取水板部９の上面１４上を水が十分な水
深で流れ、この状態で前記取水空所１０で取水される。このような流れ状態にあっては、
河川水に含まれているゴミがフィルタ孔７に引っ掛かる恐れがほとんどない。
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【００３５】
　一方河川水８の水位変動によってその水位が下がった場合は、前記集水突出部１５が堰
板として機能して河川水８が堰上げされることになる。該集水突出部１５の突出部上面１
６は前記のような直線状の傾斜面１７として形成されているため、該堰上げの程度に応じ
て該直線状の傾斜面１７に、堰上げされた河川水と接する水際線３４が生じ、前記取水板
部９の上面１４を、該水際線３４の高さに水面を有した状態で河川水が下流側に向けて流
れる。図１２は、前記集水突出部１５で堰上げされることによって、前記水際線３４が前
記傾斜面上端３９に合致した状態を示している。この場合は、前記上面１４における水面
高さが前記傾斜面上端３９に合致し、前記取水板部９の上面１４での水深は例えば６ｃｍ
程度である。図１３は、河川水の水位が更に下がって前記水際線３４が該傾斜面上端３９
から多少下がった状態を示している。この場合における、前記取水板部９の上面１４での
水深は例えば５ｃｍ程度である。図１４は、河川水の水位が更に下がって前記水際線３４
がより下がった状態を示している。この場合における、前記取水板部９の上面１４での水
深は例えば４ｃｍ程度である。
【００３６】
　このように前記集水突出部１５は、河川水を堰上げし且つ河川水の流れの幅を小さくし
て、前記取水板部９の上面１４に河川水を集めるように作用するのである。
【００３７】
　かかることから、河川の水位が低くても、該取水板部９の上面１４での水位を極力高く
設定でき、該上面１４における水の流れの勢いを所要に確保できるので、河川水８に含ま
れているゴミが前記フィルタ孔７に引っ掛かるのを極力防止しながら（即ち、フィルタ孔
７が目詰まりするのを極力防止しながら）、取水を効果的に行い得ることとなる。
【００３８】
　もしも前記集水突出部１５が設けられていないとすれば、河川水の水位が下がった場合
は、河川水が河川幅の全体に分散してしまい、その結果、図１２、図１３、図１４に一点
鎖線Ｌで示すように、前記上面１４での水位が小さくなり、河川水８に含まれているゴミ
がフィルタ孔７に引っ掛かりやすくなってしまう。前記集水突出部１５の直線状の傾斜面
１７は、前記のように、かかる問題点を解消するのである。
【実施例２】
【００３９】
　図１５～１７は、本発明に係る濾過取水装置１の他の実施例を示すものであり、例えば
河川２ａとしての水路２の幅方向の中間部分で、前記と同様にして、川底面４ａ（水路の
底面４）に、該河川２ａ（水路２）の上流側から下流側に向けて延長する取水部６が設け
られている。該取水部６は、フィルタ孔７が設けられてなる取水板部９が、前記川底面４
ａ（水路の底面４）と面一状態に設けられ、該取水板部９の下側に、該フィルタ孔７を通
して濾過された水を取水する取水空所１０が設けられてなり、図１８（Ａ）（Ｂ）に示す
ように、該取水板部９上を水が流れている状態で、該取水空所１０で取水される如くなさ
れている。
【００４０】
　そして、前記取水板部９の一方の取水板部側縁１１と、これと向き合う前記水路２の一
方の水路側縁３との間に、及び、前記取水板部９の他方の取水板部側縁１２と、これと向
き合う前記水路２の他方の水路側縁１３との間に、該一方の取水板部側縁１１の全長に亘
って、又、該他方の取水板部側縁１２の全長に亘って、前記水路の底面４で上方に突出す
る如く、前記と同様構成の集水突出部１５，１５が設けられている。該集水突出部１５，
１５の突出部上面１６，１６は、取水板部側縁１１から水路側縁に向かって上に傾斜する
直線状の傾斜面１７，１７に形成されている。
【００４１】
　かかる構成の濾過取水装置１によるときは、図１９に示すように、河川水８の水位が左
右の前記傾斜面上端３９，３９よりも高い場合は、前記取水板部９の上面１４を水が十分
な水位で流れ、この状態で前記取水空所１０で取水される。このような流れ状態にあって
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は、河川水に含まれているゴミが前記フィルタ孔７に引っ掛かる恐れがほとんどない。
【００４２】
　一方、河川水８の水位変動によってその水位が下がった場合は、前記と同様にして、前
記集水突出部１５，１５は、河川水を堰上げし且つ河川水の流れの幅を小さくして、前記
取水板部９の上面１４に河川水を集めるように作用する。この作用は図２０～図２２で説
明されており、図１２～図１４に基づいて説明したところと同様である。図１２～１４に
おけると同様部分には同一の付号を付している。かかることから、河川の水位が低くなっ
ても、取水板部９の上面１４上の水位を極力高く設定でき、該上面１４における水の流れ
の勢いを所要に確保できる。従って、河川水に含まれているゴミが前記フィルタ孔７に引
っ掛かるのを極力防止しながら（即ち、フィルタ孔７が目詰まりするのを防止しながら）
、取水を効果的に行い得ることとなる。
【実施例３】
【００４３】
　本発明は、前記実施例で示したものに限定されるものでは決してなく、「特許請求の範
囲」の記載内で種々の設計変更が可能であることはいうまでもない。その一例を挙げれば
次のようである。
【００４４】
(1) 図２３、図２４～２５、図２６は、前記取水板部９の両側縁部分２９，２９を前記左
右の支持片２７，２７にビス６３で固定する際、該両側縁部分２９，２９の上面６０，６
０上に押え板６１，６１を重ね合わせると共に、該押え板６１の上面６２側からビス６３
を螺合し締め付けることによって該押え板６１と該側縁部分２９と該支持片２７とを一体
化した状態を示している。このように押え板６１を重ね合わせてビス固定することにより
、該側縁部分２９を該支持片２７により安定状態で密着させることができ、該側縁部分２
９と該支持片２７との当接部分の端部６６を通してゴミが取水空所１０内に流入するのを
確実に防止できる。
【００４５】
(2) 川底５ａとしての水路底５に取水部６を設ける場合は、大水によって上流から流れて
きた大きな石が取水板部９の上面１４に載ってこれを損傷する恐れがある。これを防ぐた
めに、例えば図２７に示すように、大水時には該取水板部９の上面１４にステンレス板等
の保護板６７を着脱可能に被せるのがよい。該保護板６７は例えば３ｍｍ厚さであり且つ
前記取水板９と同幅寸法のステンレス板を以て形成されている。該保護板６７を固定する
に際しては、図２３における前記ビス６３を取り外して前記押え板６１を一旦取り外して
後、図２７に示すように、該保護板６７を前記取水板９の上面１４に重ね合わせる。その
後、取り外した前記押え板６１を該保護板６７の両側縁部分６９，６９の上面７０，７０
に重ね合わせ、該押え板６１の上面側からビス６３を螺合し締め付けることによって該押
え板６１と該保護板６７の側縁部分６９と前記取水板９の側縁部分２９とを一体化する。
なお、取水可能時には該保護板を取り外す。
【００４６】
(3) 本発明に係る濾過取水装置１は、水路幅が１ｍ～５ｍである水路に応用して好ましい
。図２８は、水路幅が１ｍ程度である小規模の水路に応用された場合を示すものであり、
前記と同様構成の集水突出部１５による、水を集める作用によって、前記取水板部９の上
面１４での水深が所要に確保された状態（例えば５ｃｍ程度に確保された状態）が示され
ている。
【００４７】
(4) 図２９、図３０においては、前記取水部６の周辺部分の川底面４ａ（水路の底面４）
を、コンクリートを打設して平滑面７１に形成してなり、該平滑面７１と前記取水板部９
の上面１４とは面一状態に形成されている。本実施例においては、該平滑面７１は、該取
水板部９の上流端縁７２から上流に向けて２００ｃｍ程度延長されると共に、該取水板部
９の下流端縁７３から下流に向けて２００ｃｍ程度延長されている。
【００４８】
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(5) 図１、図１５においては、前記集水突出部１５の上流側の端部５５と下流側の端部５
６が共に段差面５７，５９として形成されている。図３１は、前記集水突出部１５の前記
上流側の端部５５と前記下流側の端部５６に、上面７５，７６が川底面４ａ（水路の底面
４）に向けて下方になだらかに傾斜する坂状傾斜面部７７，７９を連設した状態を示して
いる。図２９、図３０において一点鎖線で囲んだ範囲が坂状傾斜面部７７，７９である。
このように坂状傾斜面部７７，７９を設ける場合は、前記河川水が、集水突出部１５の傾
斜面１７に静かに上昇できると共に該傾斜面１７から川底面４ａ（水路の底面４）に向け
て静かに流下できる。
【００４９】
(6) 図３２～３３は、前記取水部６の他の構成を示すものであり、該取水部６は、川底５
ａを掘削して形成した掘削空間部に、現場打ち施工によってコンクリート製の横断面Ｕ字
状構造部８０を形成した場合を示す。該Ｕ字状構造部８０の上流側の端部とその下流側の
端部は、端面板部８１，８１で覆われており、左右の側壁部８２，８２の上端面８３，８
３の内側部分に嵌め入れ凹部８５，８５が形成されている。そして、該嵌め入れ凹部８５
，８５に、例えばパンチング板からなる取水板部９の左右の側縁部分２９，２９が嵌め入
れられ、該側縁部分２９，２９が該嵌め入れ凹部８５，８５の上面８６，８６にボルト固
定されている。なお、該側縁部分２９，２９は、図３３（Ｂ）に示すように、前記と同様
にして押え板６１で押えられてもよい。これによって、該取水板部９の下側には、該取水
板部９に設けられているフィルタ孔７を通して濾過された水を取水する取水空所１０が設
けられている。そして該取水空所１０には、例えばその下流側の側壁部８２ａに、送水管
３５の端部８９が連結される。
【００５０】
　前記Ｕ字状構造部８０は、コンクリート製のＵ字状ブロックを、連結状態にして前記掘
削空間部に敷設すると共に、その上流側の端部とその下流側の端部を、プレキャストコン
クリート板からなり或いは現場打ち施工によって形成された端面板で覆うことによって形
成することもできる。そして前記と同様にして、左右の側壁部の上端面の内側に欠切した
嵌め入れ凹部に取水板部９の左右の側縁部分を嵌め入れ、該側縁部分を該嵌め入れ凹部の
上面にビス固定することによって前記取水部６を構成できる。
【００５１】
(7) 前記取水部６における取水量は、該取水部６の長さで確保するのがよい。
【００５２】
(8) 図３４は、河川２ａ（水路２）がカーブしている箇所で、該河川の幅方向の中間部分
に取水部６を設けることによって濾過取水装置１を構成した場合を示している。この場合
は、集水突出部１５，１５の上端縁５４が湾曲する。
【００５３】
(9) 本発明に係る濾過取水装置１において前記集水突出部１５の前記突出部上面１６は、
取水板部側縁から水路側縁に向かって上方に傾斜する傾斜面１７に形成されるものである
が、該集水突出部１５が、水路水を堰上げし且つ水路水の流れの幅を小さくして前記取水
板部９の上面１４に水路水を集めるように作用できるものであれば、前記傾斜面１７は、
前記した直線状の傾斜面として構成されることの他、階段状を呈して全体として傾斜する
傾斜面として構成されたり、凹面や突面からなる傾斜面や、これらの組み合わせからなる
傾斜面として構成されてもよい。
【００５４】
(10)取水部を構成する前記角筒状容体２２は、図３５（Ａ）（Ｂ）に示すように、ステン
レス板等の金属板を折曲して構成した各種の構成部材９０，９０相互をボルト９１、ナッ
ト９２で固定して構成することもできる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　濾過取水装置
　２　水路
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　２ａ　河川
　３　一方の水路側縁
　４　水路の底面
　４ａ　川底面
　５　水路底
　５ａ　川底
　６　取水部
　７　フィルタ孔
　９　取水板部
　１０　取水空所
　１１　一方の取水板部側縁
　１２　他方の取水板部側縁
　１３　他方の水路側縁
　１４　上面
　１５　集水突出部
　１６　突出部上面
　１７　傾斜面
　２２　角筒状容体
　２２ａ　第１の容体
　２２ｂ　第２の容体
　３０　パンチングメタル板
　３３　上面
　３４　水際線
　３９　傾斜面上端
　６７　保護板
【図１】 【図２】
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